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(57)【要約】
【課題】　、信頼性の高いガラス溶着体を製造すること
ができるガラス溶着方法、及びそのためのガラス層定着
方法を提供する。
【解決手段】　溶着予定領域Ｒに沿ってレーザ光Ｌ１を
照射してガラス層３を溶融させる際、第１の入熱量を有
するレーザ光Ｌ１を溶着予定領域Ｒに沿って照射するこ
とで、バインダをガス化させると共にガラスフリット２
を溶融させ、レーザ光Ｌ１の進行方向と略直交する方向
におけるガラス層３の溶融率が所定値を越えたときに入
熱量を切り替えて、第１の入熱量よりも少ない第２の入
熱量を有するレーザ光Ｌ１を溶着予定領域Ｒに沿って照
射することで、バインダをガス化させると共にガラスフ
リット２溶融させ、ガラス部材４にガラス層３を定着さ
せる。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のガラス部材と第２のガラス部材とを溶着してガラス溶着体を製造するガラス溶着
方法であって、
　バインダ、レーザ光吸収材及びガラス粉を含むガラス層を、溶着予定領域に沿うように
前記第１のガラス部材に配置する工程と、
　第１の入熱量を有する第１のレーザ光を前記溶着予定領域に沿って照射することにより
前記バインダをガス化させると共に前記ガラス粉を溶融させ、前記第１のレーザ光の進行
方向と交差する方向における前記ガラス層の溶融率が所定値を越えたときに、前記第１の
入熱量から前記第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量に切り替えて、前記第２の入熱量
を有する前記第１のレーザ光を前記溶着予定領域に沿って照射することにより前記バイン
ダをガス化させると共に前記ガラス粉を溶融させ、前記第１のガラス部材に前記ガラス層
を定着させる工程と、
　前記ガラス層が定着した前記第１のガラス部材に前記ガラス層を介して前記第２のガラ
ス部材を重ね合わせ、前記溶着予定領域に沿って第２のレーザ光を照射することにより、
前記第１のガラス部材と前記第２のガラス部材とを溶着する工程と、を含むことを特徴と
するガラス溶着方法。
【請求項２】
　前記第１のレーザ光の照射パワーを低下させることにより、前記第１の入熱量から前記
第２の入熱量に切り替えることを特徴とする請求項１記載のガラス溶着方法。
【請求項３】
　前記ガラス層に対する前記第１のレーザ光の進行速度を上昇させることにより、前記第
１の入熱量から前記第２の入熱量に切り替えることを特徴とする請求項１記載のガラス溶
着方法。
【請求項４】
　前記第１のレーザ光の照射開始から所定時間経過したときに、前記第１の入熱量から前
記第２の入熱量に切り替えることを特徴とする請求項１記載のガラス溶着方法。
【請求項５】
　前記ガラス層から放射される熱輻射光の強度が所定値まで上昇したときに、前記第１の
入熱量から前記第２の入熱量に切り替えることを特徴とする請求項１記載のガラス溶着方
法。
【請求項６】
　前記ガラス層で反射された前記第１のレーザ光の反射光の強度が所定値まで低下したと
きに、前記第１の入熱量から前記第２の入熱量に切り替えることを特徴とする請求項１記
載のガラス溶着方法。
【請求項７】
　第１のガラス部材にガラス層を定着させてガラス層定着部材を製造するガラス層定着方
法であって、
　バインダ、レーザ光吸収材及びガラス粉を含む前記ガラス層を、溶着予定領域に沿うよ
うに前記第１のガラス部材に配置する工程と、
　第１の入熱量を有する第１のレーザ光を前記溶着予定領域に沿って照射することにより
前記バインダをガス化させると共に前記ガラス粉を溶融させ、前記第１のレーザ光の進行
方向と交差する方向における前記ガラス層の溶融率が所定値を越えたときに、前記第１の
入熱量から前記第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量に切り替えて、前記第２の入熱量
を有する前記第１のレーザ光を前記溶着予定領域に沿って照射することにより前記バイン
ダをガス化させると共に前記ガラス粉を溶融させ、前記第１のガラス部材に前記ガラス層
を定着させる工程と、を含むことを特徴とするガラス層定着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ガラス部材同士を溶着してガラス溶着体を製造するガラス溶着方法、及びそ
のためのガラス層定着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野における従来のガラス溶着方法として、レーザ光吸収性顔料を含むガラス
層を、溶着予定領域に沿うように一方のガラス部材に焼き付けた後、そのガラス部材にガ
ラス層を介して他方のガラス部材を重ね合わせ、溶着予定領域に沿ってレーザ光を照射す
ることにより、一方のガラス部材と他方のガラス部材とを溶着する方法が知られている。
【０００３】
　ところで、ガラス部材にガラス層を焼き付ける技術としては、ガラスフリット、レーザ
光吸収性顔料、有機溶剤及びバインダを含むペースト層から有機溶剤及びバインダを除去
することにより、ガラス部材にガラス層を固着させた後、ガラス層が固着したガラス部材
を焼成炉内で加熱することにより、ガラス層を溶融させて、ガラス部材にガラス層を焼き
付ける技術が一般的である（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、ガラス部材にガラス層を定着させるために、炉内での加熱に代えて、レーザ光の
照射によってガラス層から有機物（有機溶剤やバインダ）を除去する技術が提案されてい
る（例えば、特許文献２，３参照）。このような技術によれば、ガラス部材に形成された
機能層等が加熱されて劣化するのを防止することができ、また、炉の使用による消費エネ
ルギの増大及び炉内での加熱時間の長時間化を抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００６－５２４４１９号公報
【特許文献２】特開２００２－３６６０５０号公報
【特許文献３】特開２００２－３６７５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ガラス部材に対するガラス層の焼付けをレーザ光の照射によって行うと
、焼付け時や、その後のガラス部材同士の溶着時に、ガラス部材にクラックが生じるなど
、ガラス部材が破損することがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、信頼性の高いガラス
溶着体を製造することができるガラス溶着方法、及びそのためのガラス層定着方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、レーザ光の照射による
ガラス層の焼付けがガラス部材の破損に繋がるのは、図１２に示されるように、焼付け時
にガラス層の温度が融点Ｔｍを超えるとガラス層のレーザ光吸収率が急激に高くなること
に起因していることを突き止めた。つまり、ガラス部材に配置されたガラス層においては
、ガラスフリットの粒子性等によって、レーザ光吸収性顔料の吸収特性を上回る光散乱が
起こり、レーザ光吸収率が低い状態となっている（例えば、可視光下において白っぽく見
える）。
【０００９】
　そこで、図１３に示されるように、ガラス層の温度が融点Ｔｍよりも高く且つ結晶化温
度Ｔｃよりも低い温度ＴｐとなるようにレーザパワーＰでレーザ光を照射すると、ガラス
フリットの溶融によって粒子性が崩れるなどして、レーザ光吸収性顔料の吸収特性が顕著
に現れ、ガラス層のレーザ光吸収率が急激に高くなる（例えば、可視光下において黒っぽ
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く或いは緑っぽく見える）。これにより、ガラス層において想定以上のレーザ光の吸収が
起こり、入熱過多によるヒートショックでガラス部材にクラックが生じるのである。
【００１０】
　また、レーザパワーＰでのレーザ光の照射によって、実際には、図１３に示されるよう
に、ガラス層の温度が結晶化温度Ｔｃよりも高い温度Ｔａに達する。ガラス層において焼
付け対象のガラス部材と反対側に位置する部分（すなわち、ガラス層において溶着対象の
ガラス部材側に位置する部分）が入熱過多によって結晶化すると、その部分の融点が高く
なる。そのため、その後のガラス部材同士の溶着時に、ガラス層において溶着対象のガラ
ス部材側に位置する部分を溶融させるべく、レーザパワーを高くしてレーザ光を照射する
ことが必要となり、焼付け時と同様に入熱過多によるヒートショックでガラス部材にクラ
ックが生じるのである。
【００１１】
　更に、図１４に示されるように、ガラス層の粘度は、ガラス層の温度が結晶化温度Ｔｃ
に達するまでは徐々に低くなるが、ガラス層の温度が結晶化温度Ｔｃを超えると徐々に高
くなる傾向にある。これは、溶融したガラス層において結晶部が析出し、その結晶部が（
セラミックス等からなる膨張係数調整用のフィラーが含まれる場合には、そのフィラーも
）核となって結晶成長することにより、ガラス層の流動性が低下するためと想定される。
ここで、上述したようにガラス層のレーザ光吸収率が急激に上昇すると、それに伴って、
図１４に示されるように、ガラス層の温度もＴ１からＴ２というように急激に上昇するの
で、ガラス層の粘度も急激に高くなる。その結果、溶融したガラス層にバインダのガス化
によって形成された気泡が埋まり難くなるので、バインダの分解ガスが抜け切る前にガラ
ス層が固化してしまう。これにより、ガラス層に多数の気泡が形成され、その気泡が繋が
ると、ガラス溶着体においてガラス層でリークが起こるおそれがある。
【００１２】
　本発明者は、この知見に基づいて更に検討を重ね、本発明を完成させるに至った。すな
わち、本発明に係るガラス溶着方法は、第１のガラス部材と第２のガラス部材とを溶着し
てガラス溶着体を製造するガラス溶着方法であって、バインダ、レーザ光吸収材及びガラ
ス粉を含むガラス層を、溶着予定領域に沿うように第１のガラス部材に配置する工程と、
第１の入熱量を有する第１のレーザ光を溶着予定領域に沿って照射することによりバイン
ダをガス化させると共にガラス粉を溶融させ、第１のレーザ光の進行方向と交差する方向
におけるガラス層の溶融率が所定値を越えたときに、第１の入熱量から第１の入熱量より
も少ない第２の入熱量に切り替えて、第２の入熱量を有する第１のレーザ光を溶着予定領
域に沿って照射することによりバインダをガス化させると共にガラス粉を溶融させ、第１
のガラス部材にガラス層を定着させる工程と、ガラス層が定着した第１のガラス部材にガ
ラス層を介して第２のガラス部材を重ね合わせ、溶着予定領域に沿って第２のレーザ光を
照射することにより、第１のガラス部材と第２のガラス部材とを溶着する工程と、を含む
ことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係るガラス層定着方法は、第１のガラス部材にガラス層を定着させてガ
ラス層定着部材を製造するガラス層定着方法であって、バインダ、レーザ光吸収材及びガ
ラス粉を含むガラス層を、溶着予定領域に沿うように第１のガラス部材に配置する工程と
、第１の入熱量を有する第１のレーザ光を溶着予定領域に沿って照射することによりバイ
ンダをガス化させると共にガラス粉を溶融させ、第１のレーザ光の進行方向と交差する方
向におけるガラス層の溶融率が所定値を越えたときに、第１の入熱量から第１の入熱量よ
りも少ない第２の入熱量に切り替えて、第２の入熱量を有する第１のレーザ光を溶着予定
領域に沿って照射することによりバインダをガス化させると共にガラス粉を溶融させ、第
１のガラス部材にガラス層を定着させる工程と、を含むことを特徴とする。
【００１４】
　これらのガラス溶着方法及びガラス層定着方法では、溶着予定領域に沿って第１のレー
ザ光を照射してガラス層を溶融させる際、第１の入熱量を有する第１のレーザ光を溶着予
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定領域に沿って照射することによりバインダをガス化させると共にガラス粉を溶融させ、
第１のレーザ光の進行方向と交差する方向におけるガラス層の溶融率が所定値を越えたと
きに入熱量を切り替えて、第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量を有する第１のレーザ
光を溶着予定領域に沿って照射することによりバインダをガス化させると共にガラス粉を
溶融させ、第１のガラス部材にガラス層を定着させる。このガラス層の定着時には、ガラ
ス層の溶融率が所定値を越えるとガラス層のレーザ光吸収率が急激に高くなるが、それ以
降、第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量を有する第１のレーザ光を照射するようにし
ているため、ガラス層が入熱過多の状態となることが抑止される。このような入熱量の切
替えにより、第１のレーザ光の照射によって第１のガラス部材にガラス層を定着させても
、ガラス層の定着時や、その後のガラス部材同士の溶着時に、ガラス部材にクラックが生
じるなど、ガラス部材が破損するのを防止することができる。更に、このような入熱量の
切替えにより、ガラス層の急激な温度上昇に起因してガラス層の粘度が急激に高くなるこ
とが抑制されるので、溶融したガラス層からバインダの分解ガスが抜け易くなる。これに
より、ガラス層に多数の気泡が形成されるのを防止することができる。従って、これらの
ガラス溶着方法及びガラス層定着方法によれば、信頼性の高いガラス溶着体を製造するこ
とが可能となる。なお、「入熱量」とは、第１のレーザ光がその照射領域で有するエネル
ギ密度である。また、「ガラス層の溶融率」とは、第１のレーザ光の進行方向と交差する
方向において、「ガラス層の溶融部分の幅」が「ガラス層の全幅」に占める割合である。
【００１５】
　本発明に係るガラス溶着方法においては、第１のレーザ光の照射パワーを低下させるこ
とにより、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えることが好ましい。この場合、照射
パワーの低下により入熱量の切替えを行っているため、第１の入熱量から第２の入熱量へ
確実に切り替えることが可能となる。
【００１６】
　本発明に係るガラス溶着方法においては、ガラス層に対する第１のレーザ光の進行速度
を上昇させることにより、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えることが好ましい。
この場合、第１のレーザ光の進行速度の上昇により入熱量の切替えを行っているため、第
１の入熱量から第２の入熱量へ確実に切り替えることが可能となる。しかも、進行速度を
上昇させて切替えを行うことから、ガラス層の定着に要する時間を短縮化させることが可
能となる。なお、「ガラス層に対する第１のレーザ光の進行速度」とは、第１のレーザ光
の相対的な進行速度を意味し、第１のレーザ光が固定されてガラス層が移動する場合、ガ
ラス層が固定されて第１のレーザ光が移動する場合、第１のレーザ光及びガラス層のそれ
ぞれが移動する場合を含む。
【００１７】
　本発明に係るガラス溶着方法においては、第１のレーザ光の照射開始から所定時間経過
したときに、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えることが好ましい。この場合、予
め求められた所定時間を制御するといった簡易な方法で第１の入熱量から第２の入熱量に
容易に切り替えることが可能となる。しかも、同じ構成のガラス層の場合、第１のレーザ
光の照射条件が同一であれば、所定時間を略同一とすることができるため、同じ構成のガ
ラス層を連続して又は同時に複数溶融させることが容易に行え、製造効率を向上させるこ
とが可能となる。
【００１８】
　本発明に係るガラス溶着方法においては、ガラス層から放射される熱輻射光の強度が所
定値まで上昇したときに、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えることが好ましい。
この場合、ガラス層の溶融率が上昇するにつれて漸増するといった関連性を有する熱輻射
光の強度を検出することで、入熱量の切替えを正確に行うことが可能となる。
【００１９】
　本発明に係るガラス溶着方法においては、ガラス層で反射された第１のレーザ光の反射
光の強度が所定値まで低下したときに、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えること
が好ましい。この場合、ガラス層の溶融率が上昇するにつれて漸減するといった関連性を
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有する反射光の強度を検出することで、入熱量の切替えを正確に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、信頼性の高いガラス溶着体を製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係るガラス溶着方法の一実施形態によって製造されたガラス溶着体の斜
視図である。
【図２】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための斜視図で
ある。
【図３】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための断面図で
ある。
【図４】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための断面図で
ある。
【図５】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための平面図で
ある。
【図６】レーザ照射における温度分布を示す図である。
【図７】レーザ光の照射条件の切替えタイミングを示す図である。
【図８】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための斜視図で
ある。
【図９】図１のガラス溶着体を製造するためのガラス溶着方法を説明するための斜視図で
ある。
【図１０】レーザ光の照射条件の別の切替えタイミングを示す図である。
【図１１】レーザ光の照射条件の別の切替えタイミングを示す図である。
【図１２】ガラス層の温度とレーザ光吸収率との関係を示すグラフである。
【図１３】レーザパワーとガラス層の温度との関係を示すグラフである。
【図１４】ガラス層の温度とガラス層の粘度との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２３】
　図１は、本発明に係るガラス溶着方法の一実施形態によって製造されたガラス溶着体の
斜視図である。図１に示されるように、ガラス溶着体１は、溶着予定領域Ｒに沿って形成
されたガラス層３を介して、ガラス部材（第１のガラス部材）４とガラス部材（第２のガ
ラス部材）５とが溶着されたものである。ガラス部材４，５は、例えば、無アルカリガラ
スからなる厚さ０．７ｍｍの矩形板状の部材であり、溶着予定領域Ｒは、ガラス部材４，
５の外縁に沿って矩形環状に設定されている。ガラス層３は、例えば、低融点ガラス（バ
ナジウムリン酸系ガラス、鉛ホウ酸ガラス等）からなり、溶着予定領域Ｒに沿って矩形環
状に形成されている。
【００２４】
　次に、上述したガラス溶着体１を製造するためのガラス溶着方法（ガラス部材４とガラ
ス部材５とを溶着してガラス溶着体１を製造するために、ガラス部材４にガラス層３を定
着させてガラス層定着部材を製造するガラス層定着方法を含む）について説明する。
【００２５】
　まず、図２に示されるように、ディスペンサやスクリーン印刷等によってフリットペー
ストを塗布することにより、溶着予定領域Ｒに沿ってガラス部材４の表面４ａにペースト
層６を形成する。フリットペーストは、例えば、低融点ガラス（バナジウムリン酸系ガラ
ス、鉛ホウ酸ガラス等）からなる粉末状のガラスフリット（ガラス粉）２、酸化鉄等の無
機顔料であるレーザ光吸収性顔料（レーザ光吸収材）、酢酸アミル等である有機溶剤、及
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びガラスの軟化点温度以下で熱分解する樹脂成分（ニトロセルロース、エチルセルロース
、アクリル等）であるバインダを混練したものである。フリットペーストは、レーザ光吸
収性顔料（レーザ光吸収材）が予め添加された低融点ガラスを粉末状にしたガラスフリッ
ト（ガラス粉）、有機溶剤、及びバインダを混練したものであってもよい。つまり、ペー
スト層６は、ガラスフリット２、レーザ光吸収性顔料、有機溶剤及びバインダを含んでい
る。
【００２６】
　続いて、ペースト層６を乾燥させて有機溶剤を除去することにより、溶着予定領域Ｒに
沿ってガラス部材４の表面４ａにガラス層３を固着させる。これにより、バインダ、レー
ザ光吸収性顔料及びガラスフリット２を含むガラス層３が、溶着予定領域Ｒに沿うように
ガラス部材４に配置されることになる。なお、ガラス部材４の表面４ａに固着したガラス
層３は、ガラスフリット２の粒子性等によって、レーザ光吸収性顔料の吸収特性を上回る
光散乱が起こり、レーザ光吸収率が低い状態となっている（例えば、可視光において白っ
ぽく見える）。
【００２７】
　続いて、図３～図５に示されるように、ガラス層３の溶着予定領域Ｒにおける照射開始
位置Ａに集光スポットを合わせて、レーザ光（第１のレーザ光）Ｌ１の照射を開始し、溶
着予定領域Ｒに沿って図示矢印の進行方向に向かって照射を進める。ところで、レーザ光
Ｌ１は、図６に示されるように、幅方向（レーザ光Ｌ１の進行方向と略直交する方向）の
中央部の温度が高く両端部に向かって温度が低くなる温度分布を有している。このため、
図５に示されるように、ガラス層３の溶融率（レーザ光Ｌ１の進行方向と略直交する方向
において、ガラス層３の溶融部分の幅がガラス層３の全幅に占める割合）が略ゼロである
照射開始位置Ａから溶融率が徐々に上昇して、溶融率が１００％近い安定領域となる安定
領域開始位置Ｂまでは所定の距離があり、照射開始位置Ａから安定領域開始位置Ｂまでは
、ガラス層３の溶融が幅方向の一部で行われる不安定領域となっている。
【００２８】
　この不安定領域では、ガラス層３の溶融が幅方向全体にわたって為されていないため、
レーザ光吸収率が完全には高くなっていない。そこで、図７に示されるように、レーザ光
Ｌ１は、安定領域のガラス層３に照射した場合に結晶化してしまうような強い照射条件、
例えば、レーザ光Ｌ１の照射パワーが１０Ｗといった第１の入熱量で照射を開始する。な
お、入熱量とは、次の数式（１）で表わすことができ、本実施形態においては、進行速度
やスポット径は一定となっているため、照射パワーによって入熱量が変化するようになっ
ている。
　入熱量（Ｊ／ｍｍ２）＝パワー密度（Ｊ・Ｓ／ｍｍ２）÷進行速度（Ｓ）・・・（１）
【００２９】
　その後、安定領域開始位置Ｂへ至ってガラス層３が幅方向全体にわたって溶融する安定
領域となると、ガラス層３の温度が幅方向にわたって融点Ｔｍ以上となり、ガラスフリッ
トの溶融によって粒子性が崩れるなどして、レーザ光吸収性顔料の吸収特性が顕著に現れ
、ガラス層３のレーザ光吸収率が幅方向全体にわたって急激に高くなり、溶融率が１００
％近くなる（例えば、可視光において黒っぽく見える）。これにより、ガラス層３におい
て想定以上のレーザ光Ｌ１の吸収が起こり、ガラス層３への入熱が過多となる。
【００３０】
　そこで、図７に示されるように、ガラス層３の溶融率が１００％近くなる所定時間Ｘを
経過した後（若しくはその直前）、すなわちガラス層３が幅方向全体において融点Ｔｍを
超えてレーザ光吸収率が急激に高くなった直後、レーザ光Ｌ１の照射パワーを照射パワー
１０Ｗから照射パワー８Ｗに低下させる切替えを行い、照射パワー１０Ｗの第１の入熱量
から照射パワー８Ｗの第２の入熱量へと入熱量の切替えを行う。本実施形態では、所定時
間Ｘをガラス層３の構成毎に事前に求めており、予め求められた所定時間Ｘを制御すると
いった簡易な方法で第１の入熱量から第２の入熱量へと切り替えている。また、同じ構成
のガラス層の場合、同じ入熱量に対しては略同一の溶融度合となるため、レーザ光Ｌ１の
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照射条件が同一であれば、所定時間Ｘを略同一とすることができる。
【００３１】
　その後、第２の入熱量である照射パワー８Ｗでレーザ照射を行い、溶着予定領域Ｒに沿
って照射開始位置Ａに戻るまで、レーザ光Ｌ１によるガラス層３への照射を続け、焼付け
を終了させる。なお、必要に応じて、不安定領域にレーザ光Ｌ１を再照射して安定領域と
するように、レーザ照射をオーバラップさせてもよい。
【００３２】
　このような入熱量を切り替える制御を行ってガラス層３の焼付けを行うことにより、ガ
ラス部材４に配置されたガラス層３は、結晶化が抑止された状態で溶融・再固化し、ガラ
ス部材４の表面４ａにガラス層３が焼き付けられて定着させられる。その結果、ガラス層
定着部材（すなわち、ガラス層３が定着したガラス部材４）が製造される。更に、このよ
うな入熱量の切替えにより、ガラス層３の急激な温度上昇に起因してガラス層３の粘度が
急激に高くなることが抑制されるので、溶融したガラス層３からバインダの分解ガスが抜
け易くなる。これにより、ガラス層３に多数の気泡が形成されるのを防止することができ
る。なお、ガラス部材４の表面４ａに焼き付けられたガラス層３は、ガラスフリット２の
溶融によって粒子性が崩れるなどして、レーザ光吸収性顔料の吸収特性が顕著に現れ、レ
ーザ光吸収率が高い状態となる（例えば、可視光において黒っぽく見える）。
【００３３】
　そして、溶着予定領域Ｒ全周にわたって結晶化を抑止されたガラス層３の焼付けが終了
すると、図８に示されるように、ガラス層定着部材１０（すなわち、ガラス層３が定着し
たガラス部材４）に対し、ガラス層３を介してガラス部材５を重ね合わせる。
【００３４】
　続いて、図９に示されるように、ガラス層３に集光スポットを合わせて、レーザ光（第
２のレーザ光）Ｌ２を溶着予定領域Ｒに沿って照射する。これにより、溶着予定領域Ｒ全
周にわたってレーザ光吸収率が高く且つ結晶化が抑止された状態となっているガラス層３
にレーザ光Ｌ２が吸収されて、ガラス層３及びその周辺部分（ガラス部材４，５の表面４
ａ，５ａ部分）が溶融・再固化し、ガラス部材４とガラス部材５とが溶着される（溶着に
おいては、ガラス層３が溶融し、ガラス部材４，５が溶融しない場合もある）。このとき
、ガラス部材４に焼き付けられたガラス層３の溶融が溶着予定領域Ｒ全周にわたって結晶
化が抑止された安定領域として形成され、バインダも十分に除去されているため、ガラス
層３の融点が高くなることなく、ガラス部材４とガラス部材５とが溶着予定領域Ｒに沿っ
て均一に溶着され、破損が防止される。
【００３５】
　以上説明したように、ガラス溶着体１を製造するためのガラス溶着方法（ガラス層定着
方法を含む）においては、溶着予定領域Ｒに沿ってレーザ光Ｌ１を照射してガラス層３を
溶融させる際、第１の入熱量を有するレーザ光Ｌ１を溶着予定領域Ｒに沿って照射するこ
とによりバインダをガス化させると共にガラスフリット２を溶融させ、レーザ光Ｌ１の進
行方向と略直交する方向におけるガラス層３の溶融率が１００％近くなった際に入熱量を
切り替えて、第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量を有するレーザ光Ｌ１を溶着予定領
域Ｒに沿って照射することにより、バインダをガス化させると共にガラスフリット２を溶
融させ、ガラス部材４にガラス層３を定着させる。このガラス層３の定着時には、ガラス
層３の溶融率が１００％近くになるとガラス層３のレーザ光吸収率が急激に高くなるが、
それ以降、第１の入熱量よりも少ない第２の入熱量を有するレーザ光Ｌ１を照射するよう
にしているため、ガラス層３が入熱過多の状態となることが抑止される。このような入熱
量の切替えにより、レーザ光Ｌ１の照射によってガラス部材４にガラス層３を定着させて
も、ガラス層３の定着時や、その後のガラス部材４，５同士の溶着時に、ガラス部材４，
５にクラックが生じるなど、ガラス部材４，５が破損するのを防止することができる。更
に、このような入熱量の切替えにより、ガラス層３の急激な温度上昇に起因してガラス層
３の粘度が急激に高くなることが抑制されるので、溶融したガラス層３からバインダの分
解ガスが抜け易くなる。これにより、ガラス層３に多数の気泡が形成されるのを防止する
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ことができる。従って、これらのガラス溶着方法及びガラス層定着方法によれば、信頼性
の高いガラス溶着体１を製造することが可能となる。
【００３６】
　また、上述したガラス溶着方法においては、レーザ光Ｌ１の照射パワーを低下させるこ
とにより、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えている。このような照射パワーの低
下により入熱量の切替えを行っているため、第１の入熱量から第２の入熱量へ確実に切り
替えることが可能となる。
【００３７】
　また、上述したガラス溶着方法においては、レーザ光Ｌ１の照射開始から所定時間Ｘを
経過したときに溶融率が１００％近くなり、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えて
いる。このため、予め求められた、溶融率が１００％近くなる所定時間Ｘを制御するとい
った簡易な方法で第１の入熱量から第２の入熱量に容易に切り替えることが可能となる。
しかも、同じ構成のガラス層の場合、レーザ光Ｌ１の照射条件が同一であれば、所定時間
Ｘを略同一とすることができるため、同じ構成のガラス層３を連続して又は同時に複数溶
融させることが容易に行え、複数のガラス溶着体１を製造する際の製造効率を大幅に向上
させることが可能となる。
【００３８】
　ところで、有機ＥＬパッケージ等においては、容器自体が小型であるため、より薄型化
されたガラス部材４，５が使用されることから、ガラス部材４，５の材料としては、割れ
を生じ難くすべく低膨張ガラスが選択されることが多い。このとき、ガラス層３の線膨張
係数をガラス部材４，５の線膨張係数と合わせるために（すなわち、ガラス層３の線膨張
係数を低くするために）、セラミックス等からなるフィラーをガラス層３に多量に含有さ
せる。ガラス層３にフィラーを多量に含有させると、レーザ光Ｌ１の照射の前後でガラス
層３のレーザ光吸収率がより一層大きく変化することになる。従って、上述したガラス溶
着方法は、ガラス部材４，５の材料として低膨張ガラスを選択する場合に、特に有効であ
る。
【００３９】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。
【００４０】
　例えば、上記実施形態では、レーザ光Ｌ１の照射開始位置Ａから所定時間Ｘを経過した
ときに溶融率が１００％近くなり、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えるようにし
ているが、図１０に示されるように、ガラス層３から放射される熱輻射光の強度が所定値
Ｑまで上昇したときに、第１の入熱量から第２の入熱量へ切り替えるようにしてもよい。
この場合、ガラス層３の溶融率が上昇するにつれて漸増するといった関連性を有する熱輻
射光の強度を検出することで、入熱量の切替えを正確に行うことが可能となる。また、図
１１に示されるように、ガラス層３で反射されたレーザ光Ｌ１の反射光の強度が所定値Ｐ
まで低下したときに、第１の入熱量から第２の入熱量に切り替えるようにしてもよい。こ
の場合、ガラス層３の溶融率が上昇するにつれて漸減するといった関連性を有する反射光
の強度を検出することで、入熱量の切替えを正確に行うことが可能となる。
【００４１】
　また、上記実施形態では、レーザ光Ｌ１の照射パワーを変更することによりガラス層３
への入熱量を制御するようにしていたが、上述した数式（１）で示されるように、レーザ
光Ｌ１の照射パワーを一定として、レーザ光Ｌ１の相対的な照射速度（つまり、レーザ光
Ｌ１のガラス層３に対する進行速度）を上昇させることによりガラス層３への入熱量の切
替えを行うようにしてもよい。この場合、レーザ光Ｌ１の進行速度の上昇により入熱量の
切替えを行っているため、第１の入熱量から第２の入熱量へ確実に切り替えることが可能
となる。しかも、進行速度を上昇させて切替えを行うことから、ガラス層３の定着に要す
る時間を短縮化させることが可能となる。なお、進行速度を上昇させることで入熱量の切
替えを行う場合、速度の加速過程が含まれる場合が多いため、切替えを行うべきタイミン
グ（所定時間Ｘの経過時、又は熱輻射光若しくは反射光の強度が所定値）になる前に進行
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速度の切替え制御を開始して、実際に切替えを行うべきタイミングには切替えが完了して
いることが、ガラス層３の結晶化抑止の観点からは好ましい。
【００４２】
　また、上記実施形態では、固定されたガラス部材４，５に対してレーザ光Ｌ１，Ｌ２を
進行させるようにしているが、レーザ光Ｌ１，Ｌ２が各ガラス部材４，５に対して相対的
に進行すればよく、レーザ光Ｌ１，Ｌ２を固定してガラス部材４，５を移動させるように
してもよいし、ガラス部材４，５とレーザ光Ｌ１，Ｌ２とをそれぞれ移動させるようにし
てもよい。
【００４３】
　また、上記実施形態では、溶融率が１００％といった所定値の際に入熱量の切替えを行
っているが、ガラス層３が適切に溶融していれば、例えば溶融率が９０％といった所定値
の際に入熱量の切替えを行って、ガラス層３の結晶化を確実に抑止させるようにしてもよ
い。なお、溶融率が低いうちに入熱量を切替えると、切替えた後のレーザ光の吸収率が不
十分となり、ガラス層の溶融処理を維持することができなくなるおそれがあることから、
入熱量の切替えを行うための溶融率の所定値は８０％が好ましい。
【００４４】
　また、上記実施形態では、直接、ガラス層３にレーザ光Ｌ１を照射させていたが、ガラ
ス部材４を介してガラス層３にレーザ光Ｌ１を照射させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　１…ガラス溶着体、２…ガラスフリット（ガラス粉）、３…ガラス層、４…ガラス部材
（第１のガラス部材）、５…ガラス部材（第２のガラス部材）、６…ペースト層、１０…
ガラス層定着部材、Ａ…照射開始位置、Ｂ…安定領域開始位置、Ｒ…溶着予定領域、Ｌ１
…レーザ光（第１のレーザ光）、Ｌ２…レーザ光（第２のレーザ光）。

【図１】 【図２】
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